
市議会
武蔵野

だより
市議会
武蔵野

だより
発　行 武蔵野市議会
 東京都武蔵野市緑町 2-2-28
 TEL 0422-60-1883（直）
 FAX 0422-55-7555

No.344
発行日 平成24年（2012年）3月1日

CONTENTS

MUSASHINO
MUNICIPAL
ASSEMBLY

● 第五期長期計画審査特別委員会概要… ２-３面

● 討論 ……………………………… ４面

● 議案等の審議結果一覧 ………… ４面

●決議 ……………………………… ４面

● 陳情審議結果 …………………… ４面

第五期長期計画審査特集号

パブリックコメント
（2/10～3/15）

圏域別市民会議
（2/20, 2/26, 2/27）

圏域別市民会議
（10/15, 10/21, 10/22）

パブリックコメント
（10/1～10/25）

討
議
要
綱

計
画
案

策定委員会案

市　長　案

第五期長期計画

市長へ答申（11/29）

議案上程（12/21）

議決（1/23）

第五期長期計画公表（24年３月）

長期計画条例
を可決（12/9）

第五期長期
計画審査特
別委員会設
置（1/11～
1/13）

公募市民会議（７～９月）

ワークショップⅠ（11/6,11/13）

シンポジウム（12/11）

全員協議会（1/31）

関係団体市民会議（2/19）

ワークショップⅡ（3/5, 3/6）

全員協議会（10/5）

ワークショップⅢ（10/16,10/23）

平
成
23
年
度

策
定
委
員
会

23年２月
公表

23年10月
公表

平
成
22
年
度

庁
内
推
進
本
部（
本
部
長
・
市
長
）

ヒ
ア
リ
ン
グ

ヒ
ア
リ
ン
グ

意
見
交
換

意
見
交
換

市　
　
　

民

市　

議　

会

メールアドレス 市議会ホームページofc-gikai@city.musashino.lg.jp http://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/

　

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
三
日
の
本
会
議

で
、「
武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
の
う
ち

市
政
運
営
の
基
本
理
念
及
び
施
策
の
大
綱
に

つ
い
て
」が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
議
案
は
、
第
四
回
定
例
会
最
終
日
の
平

成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
に
設
置
さ
れ

第五期長期計画とは
　武蔵野市では、昭和 46年に第一期基本
構想・長期計画が策定されて以来、現在ま
で定期的に改定が繰り返されながら、長期
計画に基づく計画行政が推進されてきまし
た。長期計画は、各分野に定める個別計画
（健康福祉総合計画、子どもプラン、都市マ
スタープラン等）の上位に位置し、市の進
むべき方向性を示す最も重要な計画であり、
これらの計画に基づきながら計画的に市政
運営が進められたことにより、現在の本市
の姿が形づくられています。
　本計画は平成 24年度から 33年度までの
10年間にわたる市の方針を定めたもので、
前期５年間を実行計画、後期５年間を展望
計画としています。
　また、これまでと同様に、市内在住の市民
と副市長で構成する策定委員会を中心に、市
民参加・議員参加・職員参加により策定され
ました。特に、市民参加においては、無作為
抽出市民によるワークショップ等、多様で広
範な市民参加の機会を設けるなどの新たな試
みも取り入れながら、多くの市民の参加によ
り計画が策定されました。

た
第
五
期
長
期
計
画
審
査
特
別
委
員
会
に
付

託
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
別
委
員
会
の
構
成

は
、
す
べ
て
の
議
員
が
参
加
で
き
る
よ
う
、

議
長
を
除
く
二
十
五
名
と
し
、
一
月
十
一
日

か
ら
十
三
日
ま
で
の
三
日
間
の
審
査
を
経

て
、
委
員
会
最
終
日
に
は
討
論
終
了
後
、
本

第
一
回
　
市
議
会
臨
時
会

　

第
五
期
長
期
計
画
審
査
特
別
委
員
会
の
結
果
を
受
け
、
一
月
二
十
三
日
に
第
一
回
臨
時
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
臨
時
会
で
は
、
市
長
提
出
議
案
の
「
武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
の
う
ち
市
政
運
営
の
基
本

理
念
及
び
施
策
の
大
綱
に
つ
い
て
」
と
議
員
提
出
議
案
の
、
同
議
案
に
関
す
る
付
帯
決
議
が
可
決

さ
れ
た
ほ
か
、
武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
の
重
点
施
策
に
災
害
対
策
を
盛
り
込
む
こ
と
に
関
す

る
陳
情
な
ど
三
件
の
陳
情
が
意
見
を
付
け
て
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
期
長
期
計
画
の
う
ち
市
政
運
営
の

基
本
理
念
及
び
施
策
の
大
綱
を
可
決

議
案
を
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
（
二
・
三
面
に
第
五
期
長
期
計
画

審
査
特
別
委
員
会
審
査
概
要
を
掲
載
）。

　

一
月
二
十
三
日
の
本
会
議
で
は
、
深
沢
達

也
第
五
期
長
期
計
画
審
査
特
別
委
員
長
が
委

員
会
で
の
審
査
経
過
の
報
告
を
行
い
、
各
会

派
の
代
表
と
会
派
に
属
さ
な
い
議
員
が
本
議

案
へ
の
賛
成
討
論
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の

後
、
採
決
を
行
い
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
議
案
に
関
す
る
付
帯
決
議
が
提

出
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
七
月
に
公
募
市
民
会
議

が
、
八
月
三
十
一
日
に
市
内
在
住
の
市
民
と

副
市
長
で
構
成
す
る
策
定
委
員
会
が
設
置
さ

れ
、
第
五
期
長
期
計
画
の
策
定
が
始
ま
り
ま

し
た
。

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大

震
災
に
よ
り
、
当
初
予
定
か
ら
三
カ
月
遅
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
市
民
等
よ
り
寄

せ
ら
れ
た
意
見
を
参
考
に
議
論
が
進
め
ら

れ
、
市
議
会
と
策
定
委
員
会
と
の
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
全
員
協
議
会
等
を
経
て
、
第

五
期
長
期
計
画
案
が
作
成
さ
れ
、
十
一
月

二
十
九
日
に
市
長
に
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、

基
本
構
想
の
法
的
根
拠
が
な
く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
長
期
計
画
の
市
議
会
で
の
議
決
を
新

た
に
規
定
す
る
た
め
、
十
二
月
九
日
の
本
会

議
に
お
い
て
、
武
蔵
野
市
長
期
計
画
条
例
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
十
二

月
二
十
一
日
の
本
会
議
で
は
、
武
蔵
野
市
第

五
期
長
期
計
画
の
う
ち
市
政
運
営
の
基
本
理

念
及
び
施
策
の
大
綱
に
つ
い
て
の
議
案
が
上

程
さ
れ
、
同
日
設
置
さ
れ
た
第
五
期
長
期
計

画
審
査
特
別
委
員
会
に
、
本
議
案
が
付
託
さ

れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日
か
ら
一
月

十
三
日
の
特
別
委
員
会
の
審
査
の
後
、
一
月

二
十
三
日
の
本
会
議
で
本
議
案
は
可
決
さ

れ
、
第
五
期
長
期
計
画
が
成
立
し
ま
し
た
。

第五期長期計画策定の流れ
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第五期長期 計画審査特別委員会概要
　

第
五
期
長
期
計
画
審
査
特

別
委
員
会
は
、
平
成
二
十
三

年
十
二
月
二
十
一
日
の
平
成

二
十
三
年
第
四
回
定
例
会
本
会

議
で
、
議
長
を
除
く
議
員
全
員

の
二
十
五
名
の
構
成
に
よ
り
設

置
さ
れ
、
同
日
正
副
委
員
長
が

選
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
特
別
委

員
会
に
よ
る
武
蔵
野
市
第
五
期

長
期
計
画
の
う
ち
市
政
運
営
の

基
本
理
念
及
び
施
策
の
大
綱
に

つ
い
て
、
お
よ
び
陳
情
の
審
査

は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
一

まちづくりの視点と目標
第１章　市　勢
第２章　長期計画策定方式
第３章　これまでの成果
第４章　�基本的な考え方、市政を取り

巻く主な動向、基本課題
第５章　重点施策
⑴� 地域リハビリテーションの推進
⑵� 子育てネットワークの多層化
⑶� 情報の収集・提供機能の強化
⑷� 市民施設のネットワークの再編

⑸� �新クリーンセンターの建設と
周辺まちづくりの推進

⑹� 上下水道の再整備
⑺� 三駅圏ごとのまちづくりの推進

第６章　施策の体系
Ⅰ� 健康・福祉
Ⅱ� 子ども・教育
Ⅲ� 文化・市民生活
Ⅳ� 緑・環境
Ⅴ� 都市基盤
Ⅵ� 行・財政

第７章　財政計画

審査した委員
　武蔵野市第五期長期計画の
うち市政運営の基本理念及び
施策の大綱についての審査に
当たった委員は、議長を除く
議員全員の 25 名です。なお、
委員長は深沢達也議員、副委
員長は与座　武議員です。

て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
計
画
し
て
い
る
。

　
　

自
助
・
共
助
・
公
助
の
観
点
か
ら
の
防

災
・
災
害
対
策
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
の

市
長
の
見
解
は
。

　
　

公
助
も
継
続
す
る
が
、
住
宅
の
耐
震
化

促
進
や
地
域
の
防
災
体
制
の
強
化
な
ど
自

助
・
共
助
に
つ
い
て
は
よ
り
一
層
取
り
組
み

を
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
計
画
に
も
載
せ
て

い
る
。

　
　

人
口
推
計
の
変
更
要
素
と
し
て
今
現
在

考
え
ら
れ
る
も
の
は
あ
る
か
。

　
　

大
規
模
開
発
は
一
定
程
度
終
息
し
て
お

り
、
大
規
模
な
土
地
利
用
転
換
に
伴
う
多
く

の
人
口
流
入
は
想
定
し
づ
ら
い
。
現
在
の
予

測
で
推
移
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　

現
在
の
財
政
状
況
に
対
応
し
、
あ
れ
も

こ
れ
も
で
は
な
く
、
市
民
に
選
択
を
求
め
て

い
く
計
画
づ
く
り
へ
の
転
換
が
必
要
で
は
な

い
か
。

　
　

事
業
の
見
直
し
と
い
う
視
点
を
前
提

に
、
選
択
と
集
中
を
徹
底
し
て
市
民
に
わ
か

り
や
す
く
示
し
、予
算
提
案
を
行
っ
て
い
く
。

　
　

次
の
未
来
を
担
っ
て
い
く
人
た
ち
の
意

見
が
、
も
っ
と
出
て
く
る
よ
う
な
取
り
組
み

が
必
要
で
は
な
い
か
。

　
　

多
様
な
市
民
の
参
加
を
得
て
い
く
と
い

う
の
は
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
取
り
組
み
を

進
め
て
い
き
た
い
。

　
　

今
回
の
長
期
計
画
の
中
で
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
地
域
の
つ
な

が
り
に
つ
い
て
、
市
と
し
て
は
何
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　

課
題
解
決
に
は
地
域
の
力
が
必
要
で
地

域
の
力
の
源
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
と
考
え

る
。
自
治
会
や
町
会
等
が
な
い
所
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
を
通
じ
て
地
域
の
方
が
つ
な
が

る
よ
う
な
施
策
を
組
み
立
て
て
い
き
た
い
。

　
　

財
政
が
厳
し
い
こ
と
を
理
由
に
長
期
計

画
の
中
で
の
市
民
の
要
求
を
抑
え
込
む
べ
き

で
は
な
い
と
考
え
る
。
基
金
が
枯
渇
す
る
と

い
う
文
言
は
削
除
す
べ
き
で
は
。

　
　

都
市
基
盤
の
整
備
や
公
共
施
設
の
建
て

替
え
等
、
現
時
点
で
想
定
で
き
る
大
規
模
な

予
算
の
か
か
る
も
の
が
第
四
期
長
期
計
画
の

と
き
の
一
・
五
倍
の
想
定
の
た
め
、
厳
し
い

表
現
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　

武
蔵
野
市
で
実
施
す
る
こ
と
は
全
国
の

一
つ
の
模
範
と
な
り
、
そ
の
取
り
組
み
の
姿

勢
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
が
、
ど
う
考
え

る
か
。

　
　

ま
ち
づ
く
り
の
目
標
に
向
け
て
大
き
な

課
題
に
挑
戦
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
、
結
果

と
し
て
先
進
的
な
取
り
組
み
に
つ
な
が
り
、

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
シ
テ
ィ
と
し
て
も
位
置
付
け

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　

市
長
の
思
い
描
く
都
市
像
の
実
現
に
向

け
て
、
計
画
を
作
り
、
各
種
事
業
を
進
め
る

べ
き
だ
が
、
ど
う
い
う
武
蔵
野
市
の
姿
を
思

い
描
い
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

　
　

持
続
可
能
な
都
市
を
基
軸
と
し
、
武
蔵

野
市
な
ら
で
は
の
持
ち
味
を
さ
ら
に
生
か
す

こ
と
が
こ
の
新
し
い
都
市
像
の
趣
旨
で
あ

る
。
平
和
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
と

共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
な
ど
を
通
じ
て
、
今

ま
で
に
な
い
魅
力
的
な
武
蔵
野
市
を
築
き
上

げ
て
い
き
た
い
。

　
　

子
ど
も
施
策
を
進
め
る
こ
と
で
、
少
子

化
対
策
や
人
口
構
成
を
変
え
て
い
く
こ
と
に

結
び
つ
く
よ
う
な
施
策
を
体
系
的
に
進
め
る

べ
き
だ
が
、
市
長
の
見
解
は
。

　
　

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
国
が
し
っ

か
り
政
策
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武

蔵
野
市
は
子
育
て
が
し
や
す
い
と
思
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
施
策
を
積
み
重
ね
て
い
き
た

い
。

　
　

条
例
化
に
当
た
り
、
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
を
長
期
計
画
に
織
り
込
む
こ
と
が
一
つ
の

目
的
だ
っ
た
が
、
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い

る
の
か
伺
う
。

　
　

す
で
に
中
学
校
給
食
や
平
和
の
日
の
制

定
な
ど
、
こ
の
間
実
現
し
て
き
た
経
過
も
あ

る
。
自
治
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
形
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
こ
の
計
画
の
中
で
は
、
基
本
的

な
自
治
の
ル
ー
ル
と
い
う
形
で
位
置
づ
け
て

お
り
、
今
後
検
討
を
進
め
た
い
。

　
　

市
民
参
加
の
活
動
が
単
発
で
終
わ
ら

ず
、
日
々
の
活
動
に
成
果
を
発
揮
で
き
る
よ

う
、
強
い
リ
ー
ダ
ー
を
作
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
。

　
　

市
民
参
加
に
向
け
た
き
っ
か
け
づ
く
り

等
、
市
民
が
学
ぶ
機
会
を
さ
ま
ざ
ま
考
え
、

各
活
動
の
団
体
の
中
で
お
の
ず
と
リ
ー
ダ
ー

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
　

民
生
委
員
・
消
防
団
が
行
政
委
嘱
型
の

市
民
活
動
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的

に
い
う
市
民
活
動
と
は
違
う
の
で
は
な
い

か
。

　
　

行
政
学
で
は
、
行
政
が
関
与
す
る
活
動

等
と
、
行
政
と
関
わ
り
な
く
行
う
市
民
活
動

等
と
を
仕
分
け
す
る
た
め
に
、
行
政
委
嘱
型

と
使
う
場
合
が
あ
る
。

　
　

福
祉
や
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
に
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
本
市
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ

り
方
は
。

　
　

さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を

契
機
と
し
て
、
地
域
を
ま
す
ま
す
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
を
記
載
し
て
お
り
、
そ
れ
が
武
蔵

野
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
思
っ
て
い
る
。

　
　

行
政
主
導
型
の
計
画
に
し
な
い
た
め

に
、
市
民
参
加
を
担
保
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
条
例
の
整
備
は
外
せ
な
い
と
考
え
る

が
見
解
は
。

　
　

さ
ま
ざ
ま
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
、課
題
が
明
確
化
さ
れ
て
き
た
た
め
、

今
後
は
基
本
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
き
た

い
。

　
　

非
常
に
閉
塞
感
が
漂
う
社
会
状
況
で
あ

る
が
、
希
望
を
語
る
と
い
う
観
点
で
、
ど
う

い
う
武
蔵
野
を
目
指
す
の
か
、
市
長
の
見
解
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総
括
質
疑
及
び

市
政
運
営
の
基
本
理
念

を
伺
う
。

　
　

財
政
状
況
が
厳
し
い
た
め
、
未
来
に
向

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
行
い
、
持
続
可
能

な
都
市
づ
く
り
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と

で
、
希
望
と
夢
が
あ
る
計
画
だ
と
思
っ
て
い

る
。

　
　

本
計
画
期
間
は
、
計
画
行
政
の
大
き
な

転
換
点
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
こ
と
の
真

意
を
伺
う
。

　
　

法
改
正
で
基
本
構
想
の
策
定
義
務
が
な

く
な
り
、
自
治
体
独
自
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

た
。
ま
た
、
財
政
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
プ
ラ
ス
の
話
だ
け
で
は
な
い
な
ど
新
た

な
計
画
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
は
、
時
代
に
合
っ

た
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
う
が
、
市
長
の
見

解
は
。

　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
は
、
常
に
追

求
し
て
い
く
課
題
だ
と
思
っ
て
お
り
、
こ
の

計
画
を
受
け
て
大
い
に
議
論
を
深
め
て
い
き

た
い
。

　
　

特
別
支
援
教
育
や
教
育
相
談
に
関
し

て
、
議
案
の
内
容
は
計
画
案
か
ら
削
ら
れ
て

い
る
た
め
、
全
体
の
要
約
と
は
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。

　
　

議
案
書
の
記
載
で
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。

第
１　
健
康
・
福
祉

　
　

少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
く
中

で
、
高
齢
者
の
健
康
維
持
に
つ
い
て
の
市
の

考
え
を
伺
う
。

　
　

介
護
保
険
発
足
時
に
高
齢
者
福
祉
総
合

条
例
を
制
定
し
、
健
康
施
策
も
含
め
た
包
括

的
な
高
齢
者
福
祉
を
推
進
し
て
い
る
。

　
　

外
か
ら
は
見
え
な
い
心
の
病
を
持
っ
た

人
を
ど
の
よ
う
に
救
い
上
げ
る
か
に
つ
い

て
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
　

自
殺
予
防
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
講

座
を
実
施
す
る
な
ど
、
早
期
発
見
の
体
制
づ

く
り
を
進
め
た
い
。

　
　

待
機
者
が
増
加
し
て
い
る
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
増
設
に
つ
い
て
、
長
期
計
画
に

は
踏
み
込
ん
だ
記
載
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
市
の
見
解
は
。

　
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
増
設
に
つ
い
て

は
、
需
要
や
保
険
料
等
の
動
向
を
見
な
が
ら

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

障
害
者
に
と
っ
て
働
き
が
い
の
あ
る
就

労
の
支
援
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
　

市
役
所
を
実
習
先
と
す
る
就
労
体
験
を

通
じ
て
、
民
間
企
業
へ
の
就
労
に
つ
な
げ
て

い
く
と
い
う
支
援
を
行
っ
て
い
る
が
、
今
後

も
幅
広
い
形
で
支
援
し
て
い
き
た
い
。

　
　

社
会
状
況
が
変
わ
る
中
、
精
神
疾
患
の

人
た
ち
に
対
す
る
市
の
フ
ォ
ロ
ー
や
支
援
シ

ス
テ
ム
づ
く
り
が
重
要
と
考
え
る
が
、
市
の

見
解
は
。

　
　

市
と
保
健
所
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
職
が
お

り
、
都
は
困
難
ケ
ー
ス
に
対
応
す
る
な
ど
連

携
し
て
い
る
。
今
後
医
療
の
充
実
の
た
め
、
医

師
会
と
連
携
し
、
必
要
な
支
援
に
努
め
た
い
。

第
２　
子
ど
も
・
教
育

　
　

幼
稚
園
が
こ
ど
も
園
に
転
換
し
て
い
く

中
、
境
地
区
で
の
幼
稚
園
需
要
が
充
足
さ
れ

な
い
部
分
も
で
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
課
題

に
つ
い
て
の
市
の
今
後
の
対
応
を
伺
う
。

　
　

市
内
や
周
辺
地
域
の
私
立
幼
稚
園
で
は

増
築
や
定
員
増
の
動
き
が
あ
り
、
私
立
幼
稚

園
連
合
会
か
ら
は
、
需
要
は
満
た
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
と
の
情
報
を
得
て
い
る
。

　
　

学
校
の
役
割
が
多
様
化
し
て
い
く
中

で
、
教
員
が
子
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
を
確

保
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
支
援
を
進
め

て
い
く
の
か
。

　
　

防
災
な
ど
は
地
域
と
協
働
で
役
割
分
担

を
す
る
と
と
も
に
、
学
習
支
援
で
は
人
的
支
援

も
入
れ
な
が
ら
、
教
員
が
本
来
の
仕
事
を
第

一
に
学
校
教
育
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
　

少
人
数
学
級
に
つ
い
て
は
、
市
の
積
極

的
な
姿
勢
を
示
す
た
め
に
長
期
計
画
に
記
述

を
入
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
を

伺
う
。

　
　

国
や
東
京
都
で
も
少
人
数
学
級
の
方
向

が
出
て
き
て
お
り
、
そ
の
動
向
を
見
守
り
つ

つ
、市
長
会
や
教
育
長
会
で
要
望
し
て
い
る
。

　
　

次
代
を
担
う
力
を
は
ぐ
く
む
学
校
教
育

の
中
に
「
未
来
を
切
り
拓
く
力
」
と
あ
る
が

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る

の
か
。

　
　
教
室
で
単
に
知
識
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、

地
域
全
体
の
力
を
か
り
な
が
ら
、
地
域
・
社

会
の
一
員
と
な
る
た
め
の
力
を
養
っ
て
い
き

た
い
。

　
　

保
育
・
教
育
分
野
は
営
利
に
は
な
じ
ま

な
い
と
考
え
る
。
保
育
園
・
学
童
ク
ラ
ブ
事

業
へ
の
公
的
な
関
与
は
し
っ
か
り
や
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

　
　

子
育
て
施
策
は
大
き
な
柱
で
あ
り
、
子

育
て
し
や
す
い
ま
ち
と
し
て
保
育
事
業
・
学

童
事
業
等
の
公
的
責
任
は
し
っ
か
り
果
た
し

て
い
き
た
い
。

　
　

中
高
生
な
ど
、
若
い
世
代
が
「
地
域
活

動
に
参
画
し
よ
う
と
思
え
る
環
境
を
整
え

る
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
　

青
少
年
リ
ー
ダ
ー
講
座
な
ど
、
地
域
の

一
員
と
し
て
青
少
年
も
役
割
を
担
う
た
め
の

後
押
し
を
行
う
。

第
３　
文
化
・
市
民
生
活

　
　

吉
祥
寺
美
術
館
の
拡
充
の
要
否
の
検
討

と
あ
る
が
、
市
民
か
ら
の
拡
充
の
要
望
が
あ

る
の
か
。

　
　

現
状
の
企
画
展
の
ス
ペ
ー
ス
で
は
作
品

が
納
ま
り
き
ら
な
い
と
い
う
利
用
者
団
体
も

多
々
あ
り
、
一
定
の
面
積
を
確
保
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

　
　

自
治
に
取
り
組
む
市
民
の
力
の
醸
成
の

た
め
、
市
民
協
働
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
す
べ

き
だ
が
、
見
解
は
。

　
　

協
働
の
ル
ー
ル
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、

市
民
活
動
促
進
基
本
計
画
策
定
の
中
で
も
議

論
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
後
も
検
討
し

て
い
き
た
い
。

　
　

平
和
施
策
の
推
進
と
し
て
、
市
民
の
平

和
に
関
す
る
学
習
と
あ
る
が
、
何
を
ど
の
よ

う
に
学
習
す
る
の
か
。

　
　

講
演
会
や
写
真
展
な
ど
、
平
和
に
関
す

る
事
業
を
積
み
重
ね
て
市
民
に
広
げ
て
い
き

た
い
。

　
　

公
共
施
設
の
再
整
備
が
課
題
と
考
え
る

が
、
今
後
十
年
間
で
大
型
の
市
民
施
設
、
文

化
施
設
の
建
て
替
え
の
予
定
は
。

　
　

老
朽
化
と
い
う
点
で
は
公
会
堂
の
建
て

替
え
が
先
行
す
る
と
思
う
が
、
現
時
点
で
は

白
紙
で
あ
る
。

　
　

災
害
の
備
え
の
拡
充
と
あ
る
が
、
吉
祥

寺
の
ハ
モ
ニ
カ
横
丁
の
災
害
対
策
に
つ
い
て

の
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
　

防
災
面
で
課
題
を
持
っ
た
地
区
だ
と
認

識
し
て
い
る
。
万
全
な
消
火
活
動
が
す
ぐ
で

き
る
よ
う
大
型
の
消
火
器
の
配
置
な
ど
、
可

能
な
範
囲
で
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　
　

自
治
体
間
の
連
携
に
つ
い
て
、
今
後
ど

う
進
め
て
い
く
べ
き
か
伺
う
。

　
　

現
在
は
周
辺
三
市
と
公
共
施
設
の
相
互

乗
り
入
れ
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
行

政
課
題
を
共
有
し
、
解
決
に
向
か
う
べ
き
と
考

え
る
。

　
　

西
部
図
書
館
移
転
後
の
施
設
利
用
に
つ

い
て
は
地
域
や
議
会
に
し
っ
か
り
と
説
明
を

し
て
い
く
べ
き
と
い
う
付
帯
決
議
を
行
っ
て

い
る
が
、
い
ま
だ
対
応
が
な
い
。
旧
西
部
図

書
館
に
歴
史
資
料
館
を
と
い
う
要
望
が
な
い

状
況
で
計
画
案
に
「
歴
史
資
料
館
と
し
て
再

整
備
す
る
こ
と
と
し
」
と
記
載
し
て
い
る
の

は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　

市
民
の
方
々
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
要
望

書
、
議
会
と
の
全
員
協
議
会
等
の
議
論
を
踏

ま
え
、
計
画
案
と
し
て
示
し
て
い
る
。
歴
史

資
料
館
は
行
政
が
必
要
と
す
る
施
設
で
あ
り
、

西
部
図
書
館
の
有
効
活
用
を
考
え
る
中
で
市

民
ス
ペ
ー
ス
を
十
分
備
え
た
、
か
つ
歴
史
資

料
館
と
し
て
の
再
整
備
を
提
案
し
て
い
る
。

　
　

今
長
期
計
画
に
お
い
て
男
女
共
同
参
画

を
人
権
問
題
と
と
ら
え
、
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
の
記
述
が
あ

る
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
男
女
共
同
参
画
の

計
画
更
新
期
に
当
た
り
、
ど
こ
に
力
点
を
お

く
の
か
。

　
　

女
性
の
雇
用
・
就
労
、
育
児
、
介
護
負

担
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
残
っ
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
、
各
計
画
に
市
の
役
割
を
述
べ

て
い
き
た
い
。

　
　

公
共
施
設
白
書
に
示
さ
れ
て
い
る
、
十

年
後
に
は
六
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
学
校
施
設

が
築
四
十
年
以
上
に
な
る
現
状
に
つ
い
て
、

策
定
委
員
会
で
議
論
は
あ
っ
た
の
か
。

　
　

公
共
施
設
白
書
を
策
定
委
員
会
に
説
明

し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
十
年
が
今
後
の
施
設

計
画
を
立
て
る
重
要
な
時
期
と
い
う
形
の
計

画
書
に
な
っ
て
い
る
。

力
を
入
れ
て
い
く
べ
き
点
は
何
か
。

　
　

放
射
線
を
測
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
講

演
会
の
実
施
な
ど
を
通
じ
て
、
測
定
結
果
の

意
味
を
考
え
て
い
た
だ
く
取
り
組
み
を
し
て

い
き
た
い
。

第
５　
都
市
基
盤

　
　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
一
つ
で
あ
る
水
道
事

業
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
が
危
機
的
な
状
況

と
考
え
ら
れ
、
都
営
水
道
と
の
一
元
化
が
急

が
れ
る
が
、
今
後
の
見
通
し
は
。

　
　

都
と
は
、
正
式
協
議
の
前
段
階
に
お
け

る
事
務
的
な
課
題
整
理
の
段
階
だ
が
、
早
急

に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を

持
っ
て
い
る
。

　
　

外
環
道
路
そ
の
２
の
計
画
は
必
要
で
な

い
と
い
う
市
長
の
認
識
を
市
民
に
対
し
て
明

示
す
べ
き
で
は
。

　
　

都
に
対
し
、
必
要
性
が
あ
る
な
ら
デ
ー

タ
を
示
す
よ
う
要
望
し
て
い
る
が
、
具
体
的

な
デ
ー
タ
は
出
て
お
ら
ず
、
今
後
も
提
示
を

求
め
、
市
民
と
の
話
し
合
い
の
場
を
継
続
し

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
。

　
　
「
三
鷹
駅
北
口
ま
ち
づ
く
り
構
想
の
策

定
」
と
あ
る
が
、
三
鷹
駅
周
辺
の
今
後
の
ま

ち
づ
く
り
の
進
め
方
は
。

　
　

三
鷹
駅
北
口
に
関
し
て
は
、低
利
用
地・

未
利
用
地
を
有
効
活
用
す
べ
き
方
向
性
が
必

要
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
の
声
を
聞

き
な
が
ら
具
体
的
な
議
論
を
進
め
て
い
き
た

い
。

　
　

用
途
地
域
の
都
市
計
画
決
定
権
限
が
都

か
ら
市
に
移
管
さ
れ
る
が
、
今
後
、
市
が
用

途
地
域
を
変
更
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

　
　

都
の
指
定
基
準
を
継
承
す
る
こ
と
が
原

則
で
あ
る
が
、
今
後
は
市
で
指
定
基
準
を
定

め
て
、
最
終
的
な
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。

　
　

吉
祥
寺
駅
南
口
駅
前
広
場
の
整
備
の
予

算
が
平
成
二
十
四
～
二
十
六
年
度
の
三
年
間

と
さ
れ
て
い
る
が
、
進
捗
状
況
を
伺
う
。

　
　

用
地
買
収
率
は
三
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
る
。
Ｊ
Ｒ
、
京
王
電
鉄
の
駅
舎
工
事
が
平

成
二
十
六
年
に
終
わ
る
予
定
で
あ
り
、
こ
の

時
期
に
合
わ
せ
て
整
備
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

　
　

下
水
道
の
再
整
備
に
関
し
て
、
こ
の
十

年
で
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
吉
祥
寺
東
町
の

合
流
改
善
施
設
以
外
の
計
画
は
あ
る
の
か
。

　
　

下
流
市
域
の
吉
祥
寺
東
町
だ
け
で
負
担

す
る
の
で
は
な
く
、
北
町
保
育
園
の
貯
留
施

設
な
ど
も
含
め
全
市
的
な
問
題
と
し
て
改
善

し
て
い
く
。

　
　

東
日
本
大
震
災
の
影
響
が
今
後
の
武
蔵

野
市
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
に
も
出
て
く
る
と
考

え
る
。
時
代
を
先
取
り
し
た
事
業
を
す
す
め

て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
、市
長
の
見
解
は
。

　
　

自
治
体
と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
を
考

え
な
が
ら
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
積
極

的
に
研
究
し
て
い
く
。

第
６　
行
・
財
政

　
　

財
政
援
助
出
資
団
体
に
つ
い
て
、
財
政

的
な
観
点
に
よ
る
改
革
を
今
後
十
年
間
で
具

体
的
に
ど
う
図
る
の
か
。

　
　

団
体
と
し
て
の
自
立
や
経
営
改
善
等
に

当
面
向
か
う
べ
き
だ
が
、
各
団
体
の
役
割
等

を
整
理
・
検
討
し
、
今
後
具
体
的
な
見
直
し

を
図
り
た
い
。

　
　

財
政
援
助
出
資
団
体
が
市
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た

め
に
も
、
長
期
計
画
の
目
標
等
の
共
有
を
図

り
、
そ
こ
を
評
価
の
基
準
と
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

　
　

長
期
計
画
の
確
定
後
に
内
容
を
共
有
し

て
、各
団
体
で
経
営
計
画
を
立
て
て
も
ら
い
つ

つ
、市
と
し
て
の
必
要
な
関
与
も
続
け
た
い
。

　
　

地
方
公
共
団
体
の
定
員
配
置
は
、
行
政

需
要
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
と
思
う
が
、
定
員

管
理
は
何
を
参
考
指
標
と
し
て
進
め
て
い
く

の
か
。

　
　

他
の
団
体
、
類
似
団
体
、
部
門
ご
と
の

職
員
数
の
比
較
や
業
務
量
の
積
み
上
げ
な
ど

を
踏
ま
え
て
各
部
門
ご
と
に
決
め
て
い
き
た

い
。

　
　

職
員
適
正
化
計
画
に
よ
る
正
職
員
の
減

で
、い
わ
ば
管
理
総
務
部
門
の
集
積
と
な
り
、

現
場
が
わ
か
ら
ず
、
ひ
い
て
は
政
策
提
案
に

響
く
の
で
は
。

　
　

情
勢
適
応
の
原
則
に
の
っ
と
り
、
日
ご

ろ
か
ら
の
仕
事
内
容
の
見
直
し
で
、
必
要
な

所
に
は
一
定
の
人
材
を
配
置
し
て
い
く
。

　
　

高
止
ま
り
傾
向
の
経
常
収
支
比
率
を
、

今
後
、
行
財
政
改
革
の
中
で
ど
う
改
善
さ
せ

て
い
く
の
か
と
い
う
具
体
的
な
議
論
は
あ
っ

た
の
か
。

　
　

具
体
的
な
事
業
の
想
定
は
ま
だ
な
い

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
使
い
、
経
常
収
支

比
率
の
上
昇
を
抑
え
た
い
。

第
４　
緑
・
環
境

　
　

ご
み
の
減
量
は
多
摩
地
域
の
平
均
並
み

に
し
か
減
っ
て
い
な
い
状
況
だ
が
、
原
因
分

析
の
見
解
を
伺
う
。

　
　

本
市
の
ご
み
量
の
多
い
原
因
の
一
つ

は
、
小
規
模
事
業
者
の
ご
み
が
一
般
家
庭
系

と
同
様
に
集
め
ら
れ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
た

め
で
、
そ
の
分
市
民
一
人
当
た
り
の
量
が
増

え
て
い
る
。

　
　

平
成
二
十
年
の
緑
の
基
本
計
画
の
重
点

施
策
に
つ
い
て
、
順
調
に
進
行
し
て
い
る
も

の
や
停
滞
し
て
い
る
も
の
等
、
そ
の
評
価
を

伺
う
。

　
　

比
較
的
順
調
に
進
行
し
て
い
る
点
は
一

人
当
た
り
の
公
園
面
積
や
緑
被
率
の
水
準
だ

が
、
緑
を
支
え
る
サ
ポ
ー
タ
ー
等
、
ソ
フ
ト

づ
く
り
は
あ
ま
り
進
行
し
て
い
な
い
点
と
考

え
て
い
る
。

　
　

緑
は
本
市
の
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

一
方
、
落
ち
葉
等
、
迷
惑
な
存
在
に
な
る
一

面
が
あ
る
。
市
民
の
意
識
を
ど
う
変
え
て
い

く
の
か
。

　
　

甘
受
し
て
も
ら
う
部
分
も
あ
り
、
緑
の

重
要
性
を
Ｐ
Ｒ
し
理
解
を
得
る
こ
と
が
、
遠

回
り
だ
が
、
確
実
な
方
法
と
考
え
る
。

　
　
Ｕ
Ｒ
の
桜
堤
団
地
内
の
生
ご
み
処
理
機

は
、
震
災
時
に
使
え
な
く
な
り
現
在
停
止
し

て
い
る
が
、
ご
み
発
生
・
抑
止
の
徹
底
と
資

源
化
の
推
進
に
資
す
る
事
業
と
考
え
る
。
停

止
し
た
理
由
は
。

　
　

電
力
の
問
題
か
ら
、
冬
期
も
省
エ
ネ
の

要
請
が
あ
り
、
三
月
ま
で
は
止
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
今
後
は
地
元
の
皆
様
に
生
ご
み

処
理
機
以
外
の
処
理
方
法
を
提
案
し
た
い
。

　
　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
多
額
の

費
用
が
か
か
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

広
域
で
運
営
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

か
、
見
解
を
伺
う
。

　
　

今
回
は
、
本
市
独
自
で
新
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
の
建
設
計
画
に
着
手
す
る
が
、
そ
の

後
に
つ
い
て
は
広
域
的
な
連
携
を
検
討
し
実

現
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

Ｃ
Ｏ
２
な
ど
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の

七
割
を
占
め
る
民
間
に
対
し
、
省
エ
ネ
な
ど

の
意
識
を
今
ま
で
以
上
に
啓
発
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
。

　
　
Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
再
確

認
・
再
認
識
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い

て
市
が
で
き
る
こ
と
を
議
論
し
て
い
き
た
い
。

　
　

景
観
と
い
う
と
商
業
地
域
の
サ
イ
ン
と

と
ら
え
が
ち
だ
が
、
景
観
政
策
を
、
農
の
風

景
や
緑
化
も
含
め
計
画
策
定
す
る
よ
う
な
大

き
な
枠
組
み
で
の
議
論
は
あ
っ
た
の
か
。

　
　

従
来
か
ら
景
観
の
基
軸
は
緑
だ
と
理
解

し
て
お
り
、
今
後
、
積
極
的
に
景
観
に
取
り

組
ん
で
い
く
。

　
　

放
射
能
の
問
題
に
つ
い
て
の
市
の
取
り

組
み
を
評
価
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
安
全
・
安

心
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、
今
後
さ
ら
に

第２日

第３日

第１日

　
　

今
回
の
長
期
計
画
に
つ
い
て
市
民
参
加

の
手
法
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
た
の
か
。

　
　

無
作
為
抽
出
に
よ
る
市
民
会
議
な
ど
多

様
な
市
民
参
加
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
参
加

者
が
固
定
的
だ
っ
た
今
ま
で
の
手
挙
げ
方
式

よ
り
も
、
さ
ら
に
多
く
の
市
民
の
意
見
を
聞

け
た
と
考
え
て
い
る
。

　
　

重
点
施
策
に
原
発
事
故
に
か
か
わ
る
放

射
能
対
策
や
災
害
対
策
が
入
っ
て
い
な
い
理

由
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　

計
画
全
般
に
東
日
本
大
震
災
の
影
響
を

受
け
て
課
題
整
理
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
と
こ
ろ
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　
　

将
来
の
基
金
残
高
に
つ
い
て
、
後
半
の

展
望
計
画
期
間
内
に
は
枯
渇
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
基
金
残
高
の
適

正
な
確
保
額
に
つ
い
て
の
市
の
見
解
は
。

　
　

今
後
の
基
金
残
高
の
目
標
設
定
は
難
し

く
、
現
在
あ
る
基
金
を
い
か
に
有
効
活
用
し

武蔵野市第五期長期計画
─武蔵野から新しい都市像を開こう─

深沢達也�第五期長期計画審査特別委員長

委
員
会
の
審
査
日
程

日
か
ら
十
三
日
ま
で
の
実
質
三

日
間
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

審
査
一
日
目
は
総
括
質
疑
及

び
市
政
運
営
の
基
本
理
念
に
つ

い
て
、
二
日
目
は
施
策
の
大
綱

第
１「
健
康・福
祉
」、第
２「
子

ど
も
・
教
育
」、
第
３
「
文
化
・

市
民
生
活
」
に
つ
い
て
、
三
日

目
は
第
４
「
緑
・
環
境
」、
第

５
「
都
市
基
盤
」、
第
６
「
行
・

財
政
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
各

委
員
か
ら
活
発
な
議
論
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
第
五
期
長
期
計
画

審
査
特
別
委
員
会
の
審
査
概

要
を
掲
載
し
ま
す
。
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インターネット議会中継を
ご覧いただけます

インターネット議会中継ホームページ

武蔵野市ホームページから
→  市議会  →  インターネット中継

の順にクリックしてください。

インターネット議会中継ホームページに
アクセスする手順

陳
情 

審
議
結
果

決
議

議案審議結果（議決）一覧
第 1回臨時会
【市長提出議案（1件）】

●武蔵野市第五期長期計画のうち市政運営の基本理念及び施策の大綱について
　　　　　　　　　　　　　　　������������� 可決（全会一致）
※武蔵野市第五期長期計画のうち、市政運営の基本理念及び施策の大綱につ
いて、武蔵野市長期計画条例第５条の規定により、提案するもの。

【議員提出議案（１件）】
●�議案第 83号武蔵野市第五期長期計画のうち市政運営の基本理念及び施策の
大綱についてに関する付帯決議������������� 可決（賛成多数）
各議員の賛否結果については、市議会ホームページに掲載しています。

　
　

議
案
第
八
十
三
号
武
蔵
野
市
第
五
期

長
期
計
画
の
う
ち
市
政
運
営
の
基
本

理
念
及
び
施
策
の
大
綱
に
つ
い
て
に

関
す
る
付
帯
決
議

　

こ
の
度
の
第
五
期
長
期
計
画
案
の
策
定
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
会
で
の
議
論

や
、
議
会
決
議
に
対
す
る
対
応
が
十
分
反
映

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
今
後
は
本
特

別
委
員
会
で
の
議
論
を
十
分
踏
ま
え
た
上

で
、
進
め
ら
れ
た
い
。

■
意
見
付
き
採
択

・�

武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
に
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
の
さ
ら
な
る
支
援
拡
充
を
盛
り
込
む
こ

と
に
関
す
る
陳
情

（
意
見
）
陳
情
の
趣
旨
は
理
解
す
る
の
で
、
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
の
支
援
に
関
す
る
本
市
要
綱
の
目
的

に
沿
っ
て
、
適
切
な
支
援
を
さ
れ
る
よ
う
努
力
さ
れ

た
い
。

・�

武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
の
重
点
施
策
に
災
害

対
策
を
盛
り
込
む
こ
と
に
関
す
る
陳
情

（
意
見
）
議
案
修
正
に
は
及
ば
な
い
が
、
陳
情
の
趣

旨
は
理
解
す
る
の
で
、
今
後
の
災
害
・
環
境
施
策
に

生
か
さ
れ
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

・�

武
蔵
野
市
第
五
期
長
期
計
画
に
お
け
る
放
射
能
対

策
に
関
す
る
陳
情

（
意
見
）
議
案
修
正
に
は
及
ば
な
い
が
、
陳
情
の
趣

旨
は
理
解
す
る
の
で
、
全
体
的
な
市
の
放
射
能
対
策

の
中
で
、
実
行
す
べ
き
対
策
に
つ
い
て
は
、
関
係
機

関
と
連
絡
調
整
を
図
り
、
今
後
の
災
害
・
環
境
施
策

に
生
か
さ
れ
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

議会だよりへのご意見、ご要望をお聞かせください。

TEL　0422-60-1883　　FAX　0422-55-7555
メールアドレス　ofc-gikai@city.musashino.lg.jp
市議会ホームページ　http://www.city.musashino.lg.jp/shigikai/

議　会
事務局

会派名簿
　会派とは、市政について、同じような考えや意見を持っている議員のグループで、今後の議会活動の
一つの基盤となります。
※�氏名は議席番号順、電話番号は会派控室（市役所７階）の直通電話番号です。議員の連絡先は、
わたしの便利帳や市議会ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。

自由民主クラブ� ☎60-1884
きくち　太　郎　　　木　﨑　　　剛
島　崎　義　司　　　近　藤　和　義
石　井　一　徳

むさしの未来� ☎60-1889
西園寺　みきこ　　　前　田　秀　樹
深　田　貴美子　　　小美濃　安　弘

民主党・無所属クラブ� ☎ 60-1887
ひがし　まり子　　　深　沢　達　也
内　山　さとこ　　　川　名　ゆうじ

市議会�市民クラブ� ☎ 60-1885
与　座　　　武　　　土　屋　美恵子
桑　津　昇太郎

市議会公明党� ☎60-1886

田　辺　あき子　　　小　野　正　二
落　合　勝　利

日本共産党武蔵野市議団�☎ 60-1888
橋　本　しげき　　　し　ば　みのる
本　間　まさよ

市民の党� ☎60-1890
山　本　ひとみ　　　斉�藤�シンイチ
山　本　あつし
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　1月23日の本会議で、8人の議員により「武蔵野市第五期長期計画のうち
市政運営の基本理念及び施策の大綱について」の議案に対する賛成の討論が
行われました。以下はその要旨です。

自由民主クラブ

施策の防災的観点は評価、 
行革は断行を求める

島崎義司議員（賛成）　
　自由民主クラブを代表し、本議案に賛成す
る。本計画の柱に、いま最大の課題といえる
防災対策が位置づけられていないのには違和
感があるが、緊急時の業務継続計画の検証、
地域の再考、自治体間の連携強化等、各施策

会派に属さない議員

「多様性を力に」市政運営と「持続 
可能な社会を支える」財政運営を

蔵野恵美子議員（賛成）　
　本議案に賛成する。「無作為抽出」の市民
参加による策定方式と「多様性を力にしよ
う」という理念に共感する。
　各施策について、「子ども・教育分野」は、
小規模自治体の特性を生かしたきめ細かい子

むさしの未来

「武蔵野方式」による策定方法の 
継承を高く評価　　　

　　　　　　小美濃安弘議員（賛成）　
　むさしの未来を代表し、本議案に賛成する。
東日本大震災発生後の状況の中、市民・議
員・職員参加の「武蔵野方式」を継承しつつ、
新しい視点での政策が各所に盛り込まれた計
画だ。他の自治体に先駆けて取り組んできた

日本共産党武蔵野市議団

「若い人も住み続けることが 
できるまち武蔵野」へ　　　

　　　　　　本間まさよ議員（賛成）　
　日本共産党武蔵野市議団を代表し、本議案
に賛成する。共産党は、長期計画の基本に据
えるものとして憲法や地方自治法の本旨を求
めてきた。本計画に平和の項目や、地方自治
体の重大な責務として「市民の安全の確保、

市議会市民クラブ

市長のリーダーシップによる 
積極的な市政運営を求める　　　

　　　　　　桑津昇太郎議員（賛成）　
　市議会市民クラブを代表し、本議案に賛成
する。まず、無作為抽出という初めての試み
などで市民意見を抽出しようとした努力を評
価する。市政運営の基本理念については、財
政面の危機感は持ちつつ、積極的姿勢による

市民の党

市民の力を生かすことが、福祉への 
公的責任の後退になってはならない

　　　　　　山本ひとみ議員（賛成）　
　市民の党を代表し、本議案に賛成する。
「原発依存をやめ、エネルギー政策の転換を」
と期待が高まる中、「放射線による健康面へ
の不安の解消など、市による必要な対策等を
考慮する」と記され、市民の要望に応えてい

市議会公明党

行政と議会の認識の共通化に 
対する丁寧な対応を

　　　　　　　　　落合勝利議員（賛成）　
　市議会公明党を代表し、本議案に賛成す
る。世界的同時不況、地震災害などで、今後
の見通しが不透明であり想定も困難な状況の
中、実施計画の積み上げから基本理念まで一
体化した形で制定された本計画は、一定の実

民主党・無所属クラブ

人と人とのつながりをつむぐ 
新たなコミュニティの再構築を

　　　　　　内山さとこ議員（賛成）　
　民主党・無所属クラブを代表し、本議案に
賛成する。第五期長期計画と同時期に策定さ
れる健康福祉総合計画に通底する地域リハビ
リテーションの理念、誰もが住み慣れた地域
で自分らしく暮らし続けられる仕組みづくり

の防災的観点は確認できた。一方で、前計画
で重要視されていた医療、幼児教育等の記述
が少ないなどバランスを欠いている部分があ
る。旧西部図書館の活用は、地域住民や議会
での議論が前提だが、地域還元と同時に地域
活性化の観光資源施設とすべきだ。自治基本
条例は、民主主義の大原則の観点から必要性
自体に疑問がある。職員の定数削減、６年間
で436名増加した財政援助出資団体の整理・
統廃合等、行財政改革の断行を強く要求する。

育て支援や子どもの視点も十分配慮した多様
な保育支援の展開が示された点、「健康・福
祉分野」は、国の縦割り制度の隙間を埋める
「地域リハビリテーション」による地域福祉
力の向上、「行・財政分野」は、自治体収入
が変わらない中での効果的な事業執行やスク
ラップアンドビルドの視点等を評価する。大
型公共事業の実施や扶助費の増大等により
「大きな転換点」を迎える財政状況を市民に
わかりやすく提示することを要望する。

高齢者施策、子育て支援等を地域と連携させ
て再構築していること、都市基盤の再整備の
必要性を明記し、成熟した都市の再生に重点
を置いていることを評価する。だが、計画案
の施策の大綱説明文の要約を議案に掲載した
との行政側の説明だったが、要約というより
内容の省略ととれる項目も多々見受けられた。
今後、長期計画の運用・実施にあたっては、
関係書類等に誤解を与える文章や表現がない
よう、再三の注意を払うことを強く要望する。

放射線による健康面への不安の解消、市によ
る必要な対策」を明記したこと等を評価する
が、災害に強いまちづくりを進めるため、耐
震補強などの推進を求める。旧西部図書館に
ついては、議会では党派を超えて、歴史資料
館とすることに異議を唱える声があるなど問
題がある。高齢者施策とともに「若い人が住
みたいまち」と言うよりも、「若い人も住み続
けることができるまち武蔵野」となれるよう、
この計画が役割を果たすことを期待したい。

事業推進を期待する。また、より安心・安全
の都市づくりに踏み込むこと、そしてコミュ
ニティを広義にとらえ活動の多様性を受け止
めてのまちづくりを要望する。施策の大綱に
ついては、生きる力をはぐくむ施策の充実、
からだと心が健康で元気な市民生活を送るこ
とができるまちづくり、放射能問題への取り
組みと新エネルギーへの対策、東京都との水
道事業の一元化の実現などといった点に留意
し、施策を着実に実行することを求める。

ると評価する。「互いに尊重し認め合う平和
な社会の構築」では、社会の人間関係まで踏
み込んで理想を述べており、優れた提案であ
る。増大する行政需要すべてに公では対応し
きれず、市民の力を生かす取り組みの充実が
必要だが、公的責任の後退につながらないよ
う、福祉・保育・教育等の対人サービスでは、
財政援助出資団体の評価に経営効率のみなら
ず、各事業が目的を果たし、市民福祉の向上
に役立つかどうかを評価基準とすべきである。

効性を持っているものと評価する。また、市
民参加の手法について、これで満足というも
のではないが、多くの市民の参加によりさま
ざまな意見を吸い上げる工夫が見えた。
　一方、策定の前に行われた、長期計画条例の
制定において、継続審査の途中での新たな説
明資料の提出や、文言の解釈で共通の認識に
至っていない面が多々表面化したことなど、
行政と議会で認識のずれがあったことは遺憾
であり、今後は、丁寧な対応を強く求める。

を新たなコミュニティの再構築に展開してい
くことが、本長期計画の具体化における至上
命題である。また、自然環境を将来世代に受
け継ぐため、人間が生きる根本を問い直す転
換期にある今、本市が持続可能な社会を切り
開く先駆けとなるべく、自治体からの省エネ
ルギー・自然エネルギー施策に着実に取り組
まねばならない。単なる行政計画にとどめ
ず、市民と共に実現する市民計画とすること
を求め、議会も共に力を尽くしていきたい。


